
 

令和５年度 広島県経営協セミナー（後期）開催要綱 

 

 

１．趣  旨 

令和 6 年度報酬改定は、物価高騰、職員の処遇改善、人材確保など様々な課題が山積している

ことを背景に、介護報酬・障害福祉サービス報酬ともにプラス改定となりました。また、診療報酬

との同時改定において、初めて改定率で診療報酬を上回る結果となりましたが、それだけ、社会福

祉法人経営の厳しい現状が表れており、今後の法人経営への影響が注目されます。 

本セミナーは、報酬改定への対応を含めた社会保障・社会福祉をめぐる最新の制度動向や人材

確保のトレンドを共有し、今後の社会福祉法人経営について参加者とともに考え、また経営協に

対する会員の声を伺う双方向性の機会として開催します。 

 

２．日  時 

  令和６年１月１９日（金）１３：００～１６：３０ ［受付］１２：３０～ 

 

３．運  営 

 主 催：広島県社会福祉法人経営者協議会 

 共 催：全国社会福祉法人経営者協議会 

 

４．会  場 

  広島県社会福祉会館 ２階 講堂 

   広島市南区比治山本町 12-2 ／TEL（082）254-3416 

 

５．受講対象・定員 

  １００人（定員になり次第締め切ります） 

  社会福祉法人・施設・事業所等を経営する理事長、その他関係者等 

 

６．参 加 費 

  （１）広島県社会福祉法人経営者協議会会員法人の役職員・・・無料 

 （２）広島県社会福祉法人経営者協議会非会員法人の役職員・・・5,000円（資料代／税込） 

     ※おつりのないようお願いします。 

 

７．申込方法 

   参加申込について、次の申込フォーム及び QR コードから締切り日までに申し込んでください。 

併せて、事前アンケートを次の回答フォームから回答してくださるようお願いします。 

【申込・回答締切り日】令和６年１月１１日（木） 

申込フォーム⇒ https://req.qubo.jp/hirokensha_dantai/form/R5kouki  
 

   

 事前アンケート回答フォーム⇒ https://forms.gle/zEWviqxPFabZX8TD6 

 

 

https://req.qubo.jp/hirokensha_dantai/form/R5kouki
https://forms.gle/zEWviqxPFabZX8TD6


 

８．主な内容（※直近の制度動向等により，一部変更の可能性があります） 

 

時 間 内 容 担 当 

13：00 

～13：15 
開会あいさつ・オリエンテーション 県経営協役員 

13：15 

～14：15 

（60分） 

① 講 義 

「どうする報酬改定とこども未来戦略」 
  令和 6 年度報酬改定は、初めて介護・障害の改定率が医療

の改定率を上回るプラス改定となった。 

  しかしながら、この改定率で打撃を受けた法人経営の立て

直しを図ることができるのか。 

  異次元の少子化対策による保育現場への影響、こども未来

戦略の内容とは？ 

  このたびの報酬改定や少子化対策に際し、政府、財務省、厚

労省で行われた議論とそれらに対する経営協の動きを通し

て、社会保障・社会福祉の最新の制度動向を概観する。 

  あわせて、喫緊の課題である人材確保についても、データや

実践事例をもとにポイントを解説する。 

＜主な内容＞ 報酬改定、こども未来戦略、人材確保 

 

全国経営協制度・政策

委員会 副委員長 

久木元 司 氏 

常磐会理事長【鹿児島県】 

14：15 

～14：25 
休憩 

 

14：25 

～15：10 

（45分） 

② 講 義 

「まずは経営協ドック診断を！」 
  経営方針の策定に向けては、まずは自法人の経営分析を行

う必要がある。全国経営協 会員法人専用ツールである「経営

協ドック」の分析結果について、事例をもとに、分析の具体的

方法や改善策の検討に向けた視点を提示する。 

＜主な内容＞経営分析と中長期計画 

 

全国経営協制度・政策

委員会 専門委員 

柏瀬 善彦 氏 

湖東会理事長【滋賀県】   

15：10 

  ～15：20 
休憩 

 

15：20 

～15：40 

（20分） 

③ 【全国青年会入会促進PR】 

「タテとヨコ、つながり目指す構築を 
〜経営協 磯会長と青年会 村木会長の緊急対談」 

 

“つながり”をテーマに、全国青年会の成り立ちや新たなタ

テヨコプロジェクト、青年会への期待と思いを語る。 

 

県経営青年会 

15：40 

  ～16:25 

 （45分） 

④ 説明  

「こうなる処遇改善」 
一本化された処遇改善加算の仕組みなど、報酬改定等で変わ

る制度動向について解説する。 

 

全国経営協事務局 

16：25 

 ～16：30 
閉会あいさつ 県経営協役員 

  



９．その他 

 （１）参加申込の際に記載された個人情報は、運営管理の目的のみに使用します。 

 （２）事前に決定通知などは送付しませんので、当日お越しください。 
 

１０．問い合わせ先 

 広島県社会福祉法人経営者協議会事務局（担当：三戸） 

 〒732-0816 広島市南区比治山本町 12-2 TEL：082-254-3416 FAX：082-256-2228 

 

＜会場案内図＞ 

 

【 紙屋町・八丁堀からお越しの場合 】 

＜バス＞ 

・紙屋町県庁前から広島バス（23番横県線）で約 15分 

広島バス 23番（広島大学病院行き） 

   ※23-1番は最寄りのバス停にとまりませんのでご注意ください 

・県庁前から広電バス（７号線）で約 15分 

広電バス 7号線（仁保・向洋新町方面行き） 

※いずれもバス停「南区役所前」で下車し、徒歩１分 

 

【 広島駅からお越しの場合 】 

＜路面電車＞ 

・JR広島駅(南口)から、路面電車５号線（比治山下経由広島港行き）で約 10分 

路面電車５号線（比治山下経由広島港行き） 

 電停「比治山橋」で下車し、徒歩５分 


